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う試算でございましたが、今回の国の交付金制

度では、単年度で市町村の場合10億円という制

約があるものですから、喫緊の課題に対応する

部分を令和３年度にしまして、令和４年度につ

いてはまた同様の交付金の活用を計画するとい

うことで令和２年度の補正分として、令和３年

度にする分につきましては10億円以内で申請し

たものでございます。 

 １つ目でございますが、いわゆるサテライト

オフィスとかワーケーションの受皿、こちらは

新型コロナウイルスの影響で新たな需要という

ことでしております。あと、令和３年度、大き

な表題といたしまして、新たな産業の創出と育

成ということに主眼を置いております。あと、

もう一つがデジタル技術を活用した産業創出と

いうことで、例えば、ｅスポーツ等の産業創出

でございます。 

 ３つ目はいわゆる産業の創出に伴い、当然、

飲食とかホテルの需要もあるものですから、そ

ちらの部分についても一部手をかけていきたい

というもので申請をしております。 

 令和３年度に整備できない部分については、

先ほども申し上げましたが、違う分野で交付金

の活用を図っていきたいと考えております。 

 なお、この交付金につきましては、事業費で

４億円以上は有識者の審査となっております。

それで、通常の内部審査に比べて非常に厳しい

審査となっておりますので、私どもも内閣府の

担当者とは連絡取りながら質問には答えており

ますが、採択されるかどうかについては、今の

ところ、３月上旬に内示があって、３月下旬に

交付決定があるという通知は受けております。

それ以上の情報については、今のところ持ち合

わせておりません。 

 あと、この交付決定内示と交付決定を受けま

して、あくまでもこの交付金は長井市が交付対

象でございますので、最終的には置賜地域地場

産業振興センター等に対する補助金として令和

２年度補正予算を議会に上程し、支出すること

を今のところは計画しております。 

○平 進介議長 蒲生光男議員。 

○１５番 蒲生光男議員 ちょっと質問が短過ぎ

るなと思って足したら長過ぎたんですね。毎回

反省をしております。 

 市長と、総務参事も一緒だったですかね。東

芝ライテック株式会社のほうにお邪魔をしてお

願いをしたっていうのは多分10年前ぐらいだと

思いますけれども、昨日の出来事のように思い

返されます。昔のように郡是製糸長井工場が稼

働した、東芝電工長井工場が稼働したみたいな、

そういう華やかな企業の誘致などは望むべくも

なく難しい状況ではあると思うんですけども、

それがゆえに、やっぱり現存しているこの企業

の皆様方には努力をしていただきたいし、行政

として日常的なつながり、情報交換を密にして

いただいて、雇用の創出に努めていただきたい

と思いますし、それが人口減少に幾ばくとも歯

止めをかける一つの方策ではないのかなという

ふうに、ずっとかねがね思っておりますので、

ぜひこのことについては継続してよろしくお願

いをしたいと思います。 

 ＴＡＳのランチに時々、私、行くんですけど

も、かなり奥様方がいらっしゃってます。もう

ランチ会員みたいなのをつくって、１回行くと

ポイント１個ついて、10回押したらただになる

とか、そういうことを日常的にやって、結局そ

れが宴会のお客さんだったりに誘引するような

策について、ぜひやっていただきたいものだな

と私、思っておりますので、何かの機会にぜひ

市長のほうからそれをお伝えいただければと思

っております。よろしくお願いいたします。 

 以上で終わります。 
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○平 進介議長 次に、順位12番、議席番号１番、

鈴木一則議員。 

  （１番 鈴木一則議員登壇） 

○１番 鈴木一則議員 おはようございます。政

新長井、鈴木一則です。よろしくお願いいたし

ます。 

 ３月11日は、東日本大震災発生から10年を迎

えます。この週末、各放送局では特集番組を組

み、当時の避難の在り方や復興の様子、当時か

ら今までの被災された方々や家族や友人を亡く

された方々の思いが放映されていました。この

未曽有の災害で亡くなられた方は約１万6,000

人、いまだ行方不明の方は約2,500人以上にも

なります。被災された方々へのお見舞いと、亡

くなられた方、いまだ行方不明の方へ、お悔や

みとともに、改めてご冥福をお祈り申し上げま

す。 

 当時、プロ野球東北楽天ゴールデンイーグル

スのキャプテン、嶋基宏選手は、震災の動揺で

開幕が遅れている中、自分たちも宮城県に戻れ

ず、支援ができなかった思いを４月２日、札幌

ドームでの北海道日本ハムファイターズとのチ

ャリティーマッチのファンへの挨拶で、「選手

みんなで「自分たちに何ができるか」、「自分

たちは何をすべきか」を議論し、考え抜きまし

た。今、スポーツの域を超えた野球の真価が問

われています。見せましょう、野球の底力を。

見せましょう、野球選手の底力を。見せましょ

う、野球ファンの底力を。共に頑張ろう東北、

支え合おう日本。僕たちは野球の底力を信じて

精いっぱいプレーします。被災地のためにご協

力をお願いします。」と、嶋選手は、ファンは

もとより、国民の皆さんに一日も早い復旧復興

の支援を呼びかけました。 

 また、４月29日のホーム開幕戦、クリネック

ススタジアム宮城において、嶋選手は、「東北

の皆さん、絶対に乗り越えましょう、今、この

ときを。絶対に勝ち抜きましょう、このときを。

今、このときを乗り越えた向こう側には、強く

なった自分と明るい未来が待っているはずです。

絶対に見せましょう、東北の底力を。」と呼び

かけ、オール東北で、絶対に復興するという気

持ちを奮い立たせてくれました。 

 昨年実施された復興に関するアンケートでは、

約５割の方が思いどおりの復興となったとは感

じていませんでした。地震や津波を想定し、防

災のための防潮堤やかさ上げの整備が進んでい

ますが、人口の約４割が地元を離れてしまった

自治体も少なくありません。さらに、人口減少、

高齢化は進んでいます。 

 復興番組の中で、復興まちづくりに先駆的に

取り組んでいる須田女川町長のインタビューで、

人口が減少していくのはなかなか止められない。

減少に対応していけるまちをつくっていくこと、

そしてこのまちに来ていただける人の流れをど

うつくるかです。それが住民の元気やまちを活

気づける最も重要なことです。ここが面白いと

感じるフィールドをつくり、日常の活力を常に

まちにあふれるようにしたいと話されていまし

た。私も、復旧はできたが、復興はまだまだ、

これからという強い思いを感じました。これか

らも５年、10年とオール東北で復興から発展に

つなげていければと思いました。 

 それでは、私の質問は２つです。 

 １つ目の質問。再生可能エネルギー政策と環

境保全についてです。 

 初めに、長井市の再生可能エネルギーの取組

の実態について。風力、水力、太陽光など再生

可能エネルギー発電の長井市の普及状況はどう

かについて伺います。 

 日本のエネルギー自給率は低く、ＯＥＣＤ諸

国の中34位という低水準です。主なエネルギー

源を海外からの輸入に頼っているため、安定し

た電力供給に懸念が生じるという課題から、再

生可能エネルギーによる発電が注目され、進め
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られてきました。 

 さらに、東日本大震災に伴う原発事故以降、

環境への負担が少ない再生可能エネルギーの導

入が進められてきています。震災後計画では、

再生可能エネルギーの比率を24％まで引上げを

目指してきています。 

 現在、長井市内で再生可能エネルギーの事業

化がされている規模等の実態はどうですか。ま

た、電力の固定価格買取制度、ＦＩＴが10年を

経過しました。現在の制度の買取り価格が下が

っていますが、一般家庭や事業者の普及状況は

どうですか。今後、事業化に取り組まれる見込

みや情報があるか、地域づくり推進課長に伺い

ます。 

 次に、設置の許可はどこが行うのか、県、市

の権限はどうかについて伺います。 

 太陽光発電やバイオマス発電など大規模な事

業が近隣自治体でも進められています。メガソ

ーラーや風力発電など開発を伴う設置計画に対

し、全国には課題や反対運動、設置後に様々問

題が出ている事例があるようです。 

 多くの問題が出ているのがメガソーラーです。

準拠すべき国、県の関係法令が多くあり、その

中には、水資源保全条例のように地域や区域を

指定している条例もあります。よく耳にする事

業の環境に対する評価審査を行う環境影響評価

条例、環境アセスメントでは、開発規模が50ヘ

クタール以上が対象であり、相当大規模な計画

のみで、知事も事業者に意見を言うだけという

感じで、規模にかかわらず住民の意見が十分反

映されているのかには疑問を持ちます。設置に

対する許可権者はどこになりますか。県や市が

計画に規制をする権限はあるのか、事業者への

協議の場や指導などの制度はあるのか、厚生参

事に伺います。 

 次に、脱炭素社会の実現に向けた再生可能エ

ネルギーの普及への対応について伺います。 

 初めに、長井市としてＳＤＧｓをアピールす

る考えはについてです。 

 昨年10月、菅首相の所信表明演説において、

2050年に国内の温室効果ガス排出を実質ゼロに

すると宣言し、成長戦略の柱に、経済と環境を

好循環させるグリーン社会の実現を掲げました。

長井市も再生可能エネルギーについては、水力

発電、小水力発電、バイオマス発電、太陽光発

電施設があります。また、レインボープランの

家庭の生ごみ再生利用の取組もあります。 

 施政方針では、「ＳＤＧｓの理念は、「誰一

人取り残さない」です。まさに、地方創生の目

指す社会の「ありよう」に繋がるものであり、

これまで標榜してきたまちづくりの理念「みん

なで創る しあわせに暮らせるまち長井」実現

の糧となるものであると思います。」と述べら

れ、具体的な施策に言及されていません。飯豊

町が国のＳＤＧｓ達成の優れた取組を提案する

ＳＤＧｓ未来都市に選定され、計画書が策定さ

れていますが、計画は農業に関する総合戦略の

ようです。市長が言うＳＤＧｓの達成とは何か、

具体的にＳＤＧｓをアピールし、施策の柱とし

て取り組む考えがありますか。市長に伺います。 

 続いて、今後進む再生可能エネルギー政策に

対する対応はどうか。環境や景観への配慮のた

め、規制条例設置の考えはないかについて伺い

ます。 

 昨年、山形県内、羽黒山地域の風力発電設置

問題が住民自治体の反対で撤回ということが報

道で取り上げられました。自然環境や景観に課

題があり、地元の意向が入らず手続が進んでい

くことに懸念が示されたものです。県は、県知

事の発言もあり、急遽、当該地域は適地リスト

から外され、一応は安堵されたのですが、住民

からは、法律では国の許可と地権者の承諾があ

れば造れてしまうという疑念があり、県や市の

条例で規制ができないものかと訴えられている

という記載でした。 

 さきの質問でも触れましたが、メガソーラー
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や風力発電など開発を伴う再生可能エネルギー

設置計画に対し、全国には課題や反対運動、設

置後の様々な問題発生の事例があります。私は

これらの事例を受け、現在の長井市内での大規

模な計画は承知していませんが、国が脱炭素、

2050年温室効果ガス排出実質ゼロを目標に向け

推進を宣言しましたので、市として、推進に向

けた課題として捉えたところです。 

 太陽光発電施設では、お隣の川西町の旧米沢

ゴルフ倶楽部跡地に60ヘクタール、出力25.4メ

ガワットソーラー施設が整備され、運用が始ま

ったということです。さらに、旧サンマリーナ

玉庭ゴルフ場跡地には120ヘクタール、出力約

50メガワットのメガソーラー施設の今年運用開

始が予定されています。町議会の議事録からで

すが、町内の土地の有効活用、現地法人の設立

や設備に対する税収面でのメリットを見込める

ほか、工事への地元業者の参入や設備のメンテ

ナンス等に対する雇用創出といった経済効果が

期待され、国、県でも再生可能エネルギー導入

推進の取組を行っていることから、事業推進に

努力していくという町の考えで進められました。

前出の旧米沢ゴルフ倶楽部での事業は、県の環

境影響評価条例の対象、50ヘクタール以上を下

回る49ヘクタールの規模で整備となったため、

地元住民が声を上げ、事業者らと交渉し、自然

保護への配慮、水質調査などの実施などを定め

た協定書を結び、進められたようです。 

 飯豊町では、昭和40年代にゴルフ場のリゾー

ト開発用地として東京都の不動産会社が購入し

ていた小白川地区の土地が海外資本の参加する

会社に転売され、計画区域620ヘクタール、出

力200メガワットの相当規模のメガソーラー事

業が計画されましたが、2017年３月に飯豊町自

然環境と再生可能エネルギー関連事業との調和

に関する条例を制定し、事業区域の全部または

一部が抑止区域内に位置するときは同意しない

意思を示しました。いわゆる規制条例に基づき、

首長が同意しませんでした。 

 全国の事例ですが、岩手県遠野市では、太陽

光発電施設工事で森林伐採や造成により、下流

域に雨水や土砂の流れ込みがあり、１万平方メ

ートル以上の太陽光発電事業を許可しないとい

う条例を制定しました。 

 再生可能エネルギーの固定買取制度、ＦＩＴ

では、売電業者は、義務化されていた一般電力

会社を通さず、電力小売業者への直接販売が認

められたことと、設備の初期投資が下がってき

ていることなどから、市場が拡大する見方も出

て、発電所建設に対する投資家の関心は高いよ

うです。今後も適地があれば買収し、用地の確

保が進むという見解もあります。 

 国では、再生可能エネルギー推進のため、今

後、住民の合意を得ながら施設を呼び込む促進

区域の設定に努めるよう、自治体に義務づける

新制度ができるようです。 

 長井市環境保全基本条例では、環境施策とし

て、公害の防止、自然環境への配慮及び美しい

景観の保全など、良好な環境の保全及び創造に

関する施策と定義し、事業者に努力義務を課し

ていますが、条例に抵触するおそれがあるよう

な再生可能エネルギー整備計画が出された場合、

推進とどちらが優先されるのか、難しい課題で

す。私は、市民生活への影響を防止するため、

設置のための開発に対して規模等一定の規制条

例の制定が必要と考えますが、市長のお考えを

伺います。 

 ２つ目の質問。学校教育施設長寿命化につい

て伺います。 

 初めに、耐震化、大規模改修の終了を待たず

長寿命化への方針はなぜかについて伺います。 

 ２月の文教常任委員会協議会で長寿命化計画

が提示されました。今後の少子化の影響と維持

管理費、整備費用などの分析を行ってる計画で、

改築のサイクルを長寿命化により80年とする計

画です。市では、小学校の耐震化を図ることと
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併せて現状や機能の回復のため、大規模改修を

行ってきました。中学校は、長井市公共施設等

整備計画では、令和３年から７年までの５年の

間で大規模改修の予定となっています。南北中

学校、伊佐沢小学校の大規模改修が済んでいま

せんが、今後、長寿命化による対応となるので

しょうか。 

 文部科学省では、新築から改築事業まで80年

として、その間を長寿命化で乗り切ろうという

ことですが、国も自治体も財源確保が厳しいこ

とからの方針と感じます。財務省の償却資産の

耐用年数に関する省令では、鉄筋コンクリート

造の校舎は47年と示されています。40年経過後

に長寿命化し、その後30年以上も建築を延命さ

せることは、生活様式など社会的変化、部品部

材の耐用年数、教育システムの変化などを考え

ると、専門的な立場でいえば我慢を強いる施策

と思います。長寿命化のメリット及び大規模改

修と同等のメニューも対象となるのか、教育総

務課長にお伺いをします。 

 次に、生徒数の減少により小規模校化が止ま

らない、統合の検討を進めるべきではないかに

ついて伺います。 

 以前、複式学級ではなく、統合し、多くの子

供たちと触れ合い、育ててほしいという議員か

らの質問に、市長は、各地区の集落の核となり、

コミュニティー維持には必要であり、複式で特

徴を生かした運営ができるという答弁をされて

いました。先週、金子豊美議員の一般質問では、

小さな拠点としての小学校、コミセン等の位置

づけを答弁されました。渡部秀樹議員からは、

小規模でも残すべきという考えも述べられまし

た。私も、市長のコンパクトシティー、小さな

拠点整備に賛成で、小学校の存続は必要と考え

ています。 

 このたびの私の質問の視点は、この計画から、

今後、自治体が迎える財源不足、そのための公

共施設のストックによる維持管理費用の負担の

観点からご提言いたします。 

 この長寿命化計画のデータと、先頃頂いた児

童生徒数の見込みの資料から長井市の出生児の

推移を見ると、今後も各小学校は平均で年に約

２％前後の児童数が減少していくようです。長

井小学校以外の小学校は、１学年１学級で小規

模化はさらに進みます。 

 建物を長寿命化しても各学年が少人数学級化

し、さらに複式学級化していく状況となれば、

施設が過大となり維持費もかさみますので、適

正な規模の学校を設置していくというのが基本

と思います。 

 この計画で、南北中学校については、令和３

年度から統廃合の検討について記載があります。

開校当時の生徒数から半減していますが、校舎

維持にかかるランニングコストは下がっていま

せんから、１校分で可能という見解と思います。 

 また、今後の維持、更新の課題と今後の検討

方針の中で、維持管理費が今後、財政負担とな

る高水準にあるという指摘で、減築や学校の統

廃合による総量削減の取組が不可欠という考察

に対し、今後、具体的な方策の検討の必要性が

述べられています。 

 児童生徒の立場で振り返ってみると、少人数

や複式でも特徴を生かした運営ができるという

ことに対して、子供たちにとり、多人数による

生徒との学校生活で得られることや学校行事等

の取組や経験を掲げる考え方もあるのではない

でしょうか。 

 長寿命化計画は、各学校をさらに延命維持す

るための施設計画であり、経費面からの考察で

すが、将来ある子供の育成の観点からも、多く

の子供たちが触れ合い活動する規模で育てるこ

とに重点を置くべきものとの考えも持ちました

ので、将来の統合や併合の検討はやむなしと思

いますがいかがか、市長に伺います。 

 2011年の震災から「がんばろう東北」を合い

言葉に、プロ野球2013年シーズンで東北楽天ゴ
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ールデンイーグルスが創立９年目で優勝しまし

た。日本シリーズ制覇の原動力となった田中将

大選手が、今年、７年間のメジャーでの活躍を

経て、東北楽天ゴールデンイーグルスに復帰し

ました。復興の10年という節目の年、またシリ

ーズ制覇を成し遂げることで、被災地とともに

東北発展へののろしとなるよう願いたいと思い

ます。 

 以上で壇上からの質問を終わります。ご清聴、

ありがとうございました。 

○平 進介議長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 鈴木一則議員から、大きく２点

ご質問、ご提言をいただきました。 

 まず最初の１点目の再生可能エネルギー政策

と環境保全についてということで、私からは、

まずは長井市としてＳＤＧｓをアピールする考

えはということに対するお答えを申し上げます。 

 ＳＤＧｓにつきましては、４年前でしょうか、

内閣府で一番最初にＳＤＧｓの認証の申請する

チャンスがありました。そのときに山形県では

飯豊町だけが申請して、ほかの自治体も申請し

たのかどうか分かりませんけれども、認証なっ

たということでございましたけども、私どもも

当然、まずはレインボープランで環境に対する

部分では特化して実績があるということ、あと

は、ＳＤＧｓは持続可能な開発目標という国連

が進めている17のゴールと169のターゲットと

いうことで、一番の理念的なもので優れている

のは、誰一人として取り残さないという考え方

で、これが現在は民間の企業、あるいは志のあ

る市民一人一人がＳＤＧｓを旗印に、もう私も

賛成だということで大変盛り上がりを見せてる

わけですが、当時、私どもは、いろんな予算と、

それから人的資源をどう配分するかといったと

きに、ＳＤＧｓについては、認証を取るのに必

要なコンサルタントが見つけられなかったとい

うのが実はあるんですね。それと、それを認証

いただいても、大変言いにくいですが、あまり

メリットがなかったと。財源的なメリットがな

かったということで、違う方向にならざるを得

なかったんですが、今、レインボープランの20

年にわたる評価をしてるところで、間もなくこ

の３月で新しい方向性を見いだすことにもなり

ますので、それを一つのきっかけとして、私ど

ももＳＤＧｓ、ぜひ認証を受けるべく、申請を

来年度、遅くとも令和４年度には取れるように

頑張ってチャレンジしていきたいと思っており

ます。 

 現在の企業間取引においても、いわゆるＳＤ

Ｇｓの中で13番目に気候変動、あと７番目にエ

ネルギー対応が定められておりまして、再生可

能エネルギーの活用っていうのは電力供給と気

候変動への対応が同時に可能になるということ

で、私どもも鈴木一則議員おっしゃるように、

多分山形県内では一番再生可能エネルギーが種

類も実績も上がってる地域だと思っております。

ですから、ゼロカーボンはすぐ宣言できると。 

 ただ、ゼロカーボンについては、ちょっと手

違いで文書見たのは最近なんですね。ですから、

ほかの自治体が宣言したときに、あれ、何でう

ち、そのお伺いがないのかなと思ってたら、ち

ょっと止まっててしまって、我々、ちょっと目

につかなかったっていうことで、これをぜひ来

年はゼロカーボンも宣言していこうと。ただし、

後発なわけですから、ほかもやってるからゼロ

カーボンの宣言したっていうことじゃなくて、

きちんとそのゼロカーボンの宣言をすることに

よって、私どもとしては、何をどう、まちづく

りに生かしていくかという視点が重要だと思い

ます。ＳＤＧｓも同じだと思っております。 

 私どもとしても、特にこのＳＤＧｓにつきま

しては、教育と子育てを長井市の地方創生とか、

あるいは第五次総合計画の柱に掲げているわけ

でございますので、今後もデジタル技術の活用

やら、健康寿命の延伸、ウエルビーイングの実

現、ゼロカーボンの達成などとともに、ＳＤＧ
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ｓの達成を新たな視点に盛り込みまして、未来

の取組としてまちづくりに生かすように努力し

たいと思います。 

 続きまして、２点目の今後進む再生可能エネ

ルギー政策に対する対応はどうかと、環境や景

観への配慮のため、規制条例設置の考えはない

かというご提言でございます。 

 議員からもございましたように、近年の異常

気象の頻発、あるいは気候変動の影響が指摘さ

れておりまして、今後も豪雨や台風が強大、頻

繁になる可能性が予測されておりまして、もう

地球の温暖化対策は急務だというふうに思って

おります。 

 さきの国会における菅総理大臣の所信表明演

説では、2050年、カーボンニュートラル、脱炭

素社会の実現を目指すことが宣言されておりま

す。脱炭素社会を実現することは、経済と環境

の好循環を生み出す成長分野、成長戦略の柱で

もございますので、一方で、メガソーラーや風

力発電事業においては、地元住民の反対等によ

りトラブルとなっている事例を報道等で知るこ

とも多くございます。およそ23の法令に違反し

なければ、国や県としても許可せざるを得ない

というのが現状でございまして、特に太陽光発

電事業をめぐっては環境問題からトラブルに発

展し、その事例なども鈴木一則議員から紹介い

ただいたとおりでございますけれども、現在、

全国で138自治体が、規制を求める住民からの

要望ということで何らかの条例を制定して、規

制を行っているということでございます。 

 こういった状況もございまして、環境省では、

2022年から事前協議等を義務づける新制度の導

入について検討されております。内容は、再生

可能エネルギー施設を建設するに当たって、市

町村があらかじめ促進地域を定めて、促進地域

内で事業展開を進めること、市と県、国、住民、

事業者でつくる協議会を設け、協議を経てから

開発申請を行うものです。新制度制定後は、そ

れに基づき、条例等制定することになると思わ

れます。また、内容によっては、現行の長井市

の環境保全基本条例の見直しも必要になると考

えているところです。 

 最後、３点目でございますけれども、学校教

育施設長寿命化計画についてで、議員からは、

生徒数の減少による小規模校化が止まらないと、

統合の検討を進めるべきではないかというよう

なご提言でございました。 

 これは議員からも種々説明いただきましたけ

れども、長井市の将来的な児童生徒数を推定し

ていきますと、今後、緩やかに児童生徒数は減

少していくと考えられますが、すぐに複式学級

化する状況にはありません。複式学級を設置し

なければならない状況になったとしても、これ

は議員からも紹介ありましたけども、伊佐沢小

学校における実践のように、むしろ小規模校な

らではのよさを生かして、地域の子供を地域で

育てる体制をつくり上げることもできます。ま

た、複式学級で学ぶことは特に、小学校段階の

子供にとって、異学年と学ぶ機会が増えること、

自分たちの力で学ぶ力を育むといった面でメリ

ットにもなります。多人数の中で切磋琢磨しな

がら日々、学んでいくことのよさももちろんあ

りますけれども、その点については、やっぱり

いろいろ工夫、例えば学校間の交流を行ったり、

あとはＧＩＧＡスクール構想によって実現でき

る学習の広がりを生かしたりすることで補うこ

とができると考えております。 

 今後、長井市としては、コミュニティセンタ

ーを核として、小学校、児童センター、あと学

童クラブとか、そして郵便局などと連携した地

区の拠点づくり、すなわち小さな拠点づくりを

進めていきたいと思っております。 

 地域に学校があることで、子供と地域住民と

のつながりが生まれ、そのことが子供たちを地

域で育てるという当事者意識の向上にもつなが

ります。そのような地域づくりが未来を担う心
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豊かな子供の育成には欠かせないと思います。

長井市における小学校、中学校の統廃合につい

ては、子供を中心に据えながら、未来の長井の

まちづくり、地域づくりと併せて、これはこれ

でやっぱり検討する必要はあると思いますけれ

ども、考えていきたいと思っております。 

 今、中学校については、ちょうど長寿命化計

画に基づいて、40年たたないと対象にならなく

なったんですね、途中で。今年建てましたので、

今後、公共施設等整備計画後半の５年間の中、

今年から後半スタートしますけども、やるのか、

あるいは統廃合して新築でいくのか、そういっ

たことなども含めてまず検討を早急にしなきゃ

いけないと思ってます。ただ、小学校について

は、伊佐沢小学校を除いては全て耐震化、大規

模改修終わっておりますので、当面は教育委員

会のご判断によるとは思いますけども、私ども

市長部局としては、多分、メリットもあります

けども、統廃合してしまったデメリットもじわ

じわと来るだろうと。 

 私ども長井市では、今は少し人口の減り具合

が去年の10月の国勢調査で少し速度が下がった

んですね。亡くなる方はやっぱり多いですけど

も、生まれる赤ちゃんもまた減っていますが、

どちらかというと下げ止まりに近い形で来てお

りますけれども、こういう言い方ですと同じ市

町村としては問題なんでしょうけど、これを何

とか少しでも増やせるように、周りの市町村か

ら長井の魅力を感じて子育てをするために移っ

てもらうと。そういうまちを目指してるわけで

すね。ですから、都市機能と。 

 あと、交通の便は、よくもないんですけども、

悪くもない。あとは、これからは山形市につな

がるいわゆる規格の高い道路をどうつなげてい

くかということが私どもとか白鷹町は喫緊の課

題だと思ってまして、これには県だけでは到底

できませんので、国の支援がないとできないも

のというふうに考えております。 

 こういったことをすることによって、小さな

拠点内に小規模でも、やっぱり宅造すれば、地

元に残りたい方が住宅を建ててくれるんじゃな

いかと思っております。 

 ですから、まだまだ頑張れると思ってますん

で、そういったことも併せて、やっぱり将来的

な人口の目標も地方創生の総合戦略とは別に考

えていく、そんな時期にも来てるのかなという

ふうに思ってるところでございます。 

○平 進介議長 金子 剛厚生参事。 

○金子 剛厚生参事 私から、再生可能エネルギ

ー政策と環境保全について、設置の許可と県、

市の権限についてお答えします。 

 東日本大震災以降、再生可能エネルギーを推

進する国の施策が施行され、太陽光発電や風力、

バイオマスなど、再生可能エネルギー導入は全

国で急速に進展しております。山形県において、

メガソーラーや風力発電事業に係る主な関係法

令は、森林法や国土利用計画法、建築基準法、

山形県環境影響評価条例など23の法律、県条例

がございます。メガソーラーや風力発電などの

再生可能エネルギー設備事業を直接許可、規制

する法律はありませんが、森林や農地などの開

発許可申請に対し、県が申請窓口となり、それ

ぞれの法律、条例などの法令に照らして、適合

するかどうか、県や国が判断することになりま

す。 

 環境分野では、土壌汚染対策法、騒音規制法、

鳥獣保護管理法などによる規制が考えられます。

基準をオーバーすれば、当然基準値以下に抑制

する必要がありますし、環境影響評価法、山形

県環境影響評価条例に基づく環境影響評価につ

いては、事業者が環境調査を実施し、結果を公

表して、広く住民から意見を聞き、環境保全に

最大限配慮することが義務づけられるなど、一

定の手続が必要となります。 

 また、許認可ということではありませんが、

長井市環境保全基本条例では、市と事業者が互
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いに連携しながら環境保全に努める旨が定めら

れておりますので、事業展開に当たっては、協

議、連携しながら進めることになります。 

○平 進介議長 新野弘明地域づくり推進課長。 

○新野弘明地域づくり推進課長 私のほうには

（１）の①で、本市の再生可能エネルギーの普

及状況、事業規模について質問いただきました。 

 長井市内で事業化されている再生可能エネル

ギー発電につきましては、議員からありました

とおり、太陽光と小水力、あとバイオマスの発

電がございます。 

 まず、太陽光の状況でございますが、メガソ

ーラーにつきましては、東北おひさま発電が行

っております長井おひさま発電所、これ寺泉に

ございます。あと、長井第２おひさま発電所の

２か所がございます。年間の発電量につきまし

ては400万キロワットアワー、メガにしますと

4,000メガになります。おおむね一般家庭でい

いますと、1,300戸の相当分となります。その

ほか、小規模でございますがはぎ苑太陽光発電

や寺泉、時庭などに数か所、小規模の太陽光発

電がございます。 

 続きまして、小水力発電につきましては５か

所ございまして、大きいものですと県の企業局

のところで新野川第一発電所、取水は長井ダム

から取っておりますが、年間で約5,170万キロ

ワットアワーで、一般家庭で１万5,000戸程度、

あと、野川第二発電所、これ木地山ダムの取水

でございますけども、こちらのほうも第一発電

所の９割程度ですので、4,600万キロワットア

ワーで１万3,500戸程度の規模でございます。

あと、小規模になりますが、野川土地改良区の

野川小水力発電、こちらは幹線水路の上流に設

置されておりますが、年間で108万キロワット

アワー、野川第二発電所、幹線水路５号幹線に

ございますが、31万キロワットアワーでござい

ます。 

 あと、東北おひさま発電のほうでは、野川３

号幹線小水力発電所、こちらは平山のほうに設

置しておりますが、そちらは約８万キロワット

アワーでございます。 

 そのほかのバイオマスでございますが、長井

グリーンパワーの１か所でございまして、年間

発電量は1,315万キロワットアワー、4,000戸以

上の発電がございます。 

 一般の家庭用でございますが、太陽光につき

ましては正確な調査はちょっとできておりませ

んので、おおむねの概数はつかんでおりますけ

ども、長井市で行ってる太陽光パネル設置補助

金のデータがございますので、そちらをこれか

ら精査しながら、今後把握していきたいと考え

ております。 

 あと、新規参入の現在の状況でございますけ

ども、今、事業化に向けた具体的な情報、相談

等はない状況でございます。 

○平 進介議長 井上 浩教育総務課長。 

○井上 浩教育総務課長 鈴木一則議員からご質

問いただきました耐震化、大規模改修の終了を

待たずに、長寿命化への方針はなぜかについて

お答えをいたします。 

 平成25年度に策定されました政府のインフラ

長寿命化基本計画によりまして、令和２年度ま

でに個別施設ごとの長寿命化計画を策定するこ

とが求められております。平成31年４月１日時

点での全国的な状況でございますけれども、公

立学校施設の長寿命化計画策定率が15％にとど

まっておりますことから、文部科学省では、令

和２年度内に策定されない見込みの団体名を公

表するペナルティーを予定してるなど、一段と

厳しく策定を求める姿勢を示しておるところで

ございます。 

 本長寿命化計画につきましては、令和３年度

以降の交付金補助金の申請のベースになってい

くものでございます。 

 続きまして、次のご質問の前段にございます

長寿命化するメリットについて、お答えをいた
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します。 

 本計画におきましては、少子化の推移と財政

の将来推計を行うとともに、学校施設の老朽化

等の状況を把握した上で、長期的な施設整備の

方針やスケジュールを示すものでございます。

改築と長寿命化のコストを比較いたしますと、

今後40年間で改築の６割程度の費用で実施でき

るというメリットがございます。 

 また、大規模改修と同等のメニューも対象と

なるかとのご質問でございますけれども、令和

２年度、文部科学省では、長寿命化改良事業に

おける制度拡充といたしまして、効率的、効果

的に施設の長寿命化を図ることを目的としまし

て、予防改修事業を創設しておるところでござ

います。 

 なお、この制度拡充に合わせまして、令和５

年度以降につきましては、現在ございます大規

模改造、老朽事業ということでございますけれ

ども、このメニューが長寿命化改良事業に集約

されるという通知をいただいておりますので、

ご承知おきいただければというふうに思います。 

○平 進介議長 鈴木一則議員。 

○１番 鈴木一則議員 それぞれご答弁いただき

ました。 

 最初の再生可能エネルギー政策の中で、私が

取り組もうと思ったのが、風力発電で、羽黒地

域、出羽三山のところが、環境アセスで住民が

どういうことだといったこと。それから、大社

から２キロぐらいだったでしょうか、非常に近

いところであったんです。当時、県の環境、風

力の設置適地調査の中で、具体的に適地って言

ってるところがあるんですけども、色分け見る

と、風が強いところで適地と言ってるのは、あ

くまでも県がここは条件的な部分でいいよと言

ってるところがあるんです。 

 この調査書を見ると、小国町と、それから白

鷹町あるいは朝日山系の、長井市に関係する、

そこら辺の境界に非常に近いところにあって、

今現在、米沢の板谷とか、福島県との境でも吾

妻高原とか、そういうところでもう計画が着々

と進んでるということなので、これはやはり何

かしら私たちの議論も必要なのではないかとい

う思いから、取り上げさせていただきました。 

 それから、途中で質問の中でも入れさせてい

ただいた岩手県遠野市なんですけども、規制条

例が１万平米ということで、１町歩ですよね。

こんな小さなエリアをかけるという危機感があ

ったので、長井市内でも行われているメガソー

ラーの事業でいうと、規模的には近いし、それ

以上のもあるわけですけども、身近な部分でま

ず住環境に影響が出るっていう可能性もあるの

ではないかという捉え方をしたんですね。それ

で、ここら辺については、メガソーラーでもな

くても、地域の中で影響があるということを考

えると、改正する用意はあるということでした

けども、環境保全条例だけの規制では、非常に

危機感があります。出来上がってからでは、行

政としては手後れかなという思いもありますの

で、小さい規模の部分についてお考えお持ちで

したら、市長にお伺いしたいと思います。 

○平 進介議長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 お答えいたします。 

 小規模のソーラーの発電については、ちょっ

と私も固定観念といいますか、既成概念で考え

ていては駄目だなとは思いますが、里山あたり

ですと、往々にして出てきてしまう可能性はあ

るなと。例えば、西根地区の丘陵地帯、山麓地

域ですね、古代の丘あたり。あとは伊佐沢地区

あたりの水田だったところの耕作放棄地とか、

そういうところは考えられると思うんですけど

も、特にソーラーの場合ですと、大規模にしま

すと環境破壊っていうことあるんでしょうけど

も、多分大規模でするとしたら、本当に相当山

奥に行かないと、国有林もありますし、あまり

関係ないんじゃないんだろうかなっていう、少

し油断していた部分もありますので、なお、そ
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ういった情報を収集しながら、今後、必要かど

うか検討しながら、やはりこれは危険性がある

なという場合は条例等で整備することも必要だ

と思います。 

○平 進介議長 鈴木一則議員。 

○１番 鈴木一則議員 この間、深夜のテレビだ

ったんですけども、外資資本で日本の土地も安

く買えるという番組があって、今、北海道のニ

セコ町、富良野市がもう頻繁に買われていると

いう報道があったんです。当初はコンドミニア

ムとかが始まりだったんですが、それがホテル、

土地にどんどんなっているということもあって、

国会でもこれからその調査に関する法令を上程

するかどうかについて、これからやり取りある

んでしょうけども、そういうようなことがあっ

て、身近なところで意外と知らない形で迫って

いるのかなと思いますので、ぜひそのようなお

考えを片隅に入れていただきながら、これから

進んでいただければと思いました。 

 それから、２つ目の質問の再質問をさせてい

ただきたいんです。教育総務課長にお伺いしま

すけども、今回の長寿命化につきましては40年

経過した後に長寿命化して、建設から20年目と、

それから長寿命化の20年目、60年目に修繕とい

うふうになってますけども、私の感覚からする

と、この庁舎は62年で建て替え、これから20年

延命するというイメージっていうのはすごく考

えづらかったんですけども、修繕後20年という

のは、専門的な立場からすると、さらに老朽度

調査をして改築するかどうかの判断をする時期

だという思いが強いんですね。このルールです

と、80年間は改築ができないという捉え方なの

でしょうか。そこの確認をさせていただきたい

と思います。 

○平 進介議長 井上 浩教育総務課長。 

○井上 浩教育総務課長 ただいまのご質問でご

ざいますけれども、先ほども申し上げましたよ

うに、令和５年度以降、改造というメニューか

ら予防改修事業というメニューに変更になると

ころでございます。ハンドブックによりますと、

長寿命化改修後30年は使用するものという補助

要件がございまして、60年目ですと20年経過後、

例えば、屋上の防水ですとか外壁の改修、こう

いった部分が必要になった場合は、20年目で予

防改修を行うことは可能でございます。ただ、

先ほど申し上げましたように、長寿命化改修後

30年は使用するという補助要件からいたします

と、この補助要件に抵触してまいりますので、

もしかすると補助金返還という措置が必要にな

ってくるかなと思っておるところでございます。 

 なお、やっぱり20年後には、改造から予防改

修というメニューに変更になるということでご

理解をいただきたいと思います。 

○平 進介議長 鈴木一則議員。 

○１番 鈴木一則議員 通常考えると、財務省の

ほうの償却資産の部分でいうと47年で、私が勉

強したときはＲＣは70年という教わり方したん

ですけども、70年超えますよね。実際に計画書

の中では、第三校舎がもう改築の対象にならな

いっていう形になりますし、さらに致芳小学校

も多分その次ですね、昭和51年か昭和52年のと

きの建物ですから。途中で耐震改修はしている

というものの、あの当時とすれば、ちょっと怪

しいというか、厳しい耐震の数値だったという

ような記憶もあるので、それを考えると、先ほ

どお話ししたように、建物延命が前提での統合

なしというのは、なかなか厳しいかなと。物理

的な部分でいうと、そういう思いもあったので、

質問をさせていただきました。 

 当然ながら、市長がおっしゃるように、小さ

な拠点という部分でいうと、非常に私も必要だ

と考えております。一番は子供たちも含めて人

口が減らない。地域が活性化するという部分で

は、必要な施設でもあるんですけども、どこか

の段階ではやっぱり改築なりの判断も必要かな

と思っております。今後、教育振興計画の検討
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とか、もう一度庁内全体でご検討されるという

ことでありますので、多分、私たちはそこまで

生きてないのかもしれませんが、早め早めに将

来的なこと、財政面も含めて、ぜひ十分検討さ

れた対応をお願いしたいということで、以上で

質問を終わりたいと思います。 

○平 進介議長 ここで、昼食のため暫時休憩い

たします。再開は午後１時といたします。 

 

 

   午前１１時５６分 休憩 

   午後 １時００分 再開 

 

 

○平 進介議長 休憩前に復し、午前に引き続き、

会議を再開いたします。 

 市政一般に関する質問を続行いたします。 

 

 

  竹田陽一議員の質問 

 

 

○平 進介議長 順位13番、議席番号５番、竹田

陽一議員。 

  （５番竹田陽一議員登壇） 

○５番 竹田陽一議員 こんにちは。共創長井の

竹田陽一です。よろしくお願いをいたします。 

 さて、本定例会における一般質問は、避難所

の防災機能の強化について、コロナ禍の教員の

働き方改革の推進について及び認知症の人に優

しい環境づくりについての３件であります。 

 初めに、新型コロナウイルス感染症によりお

亡くなりになりました方々にお悔やみを申し上

げますとともに、感染されました方々に心より

お見舞いを申し上げます。また、日夜ご尽力を

いただいております医療関係者や福祉関係者の

皆様には、心から感謝を申し上げます。 

 感染対策の鍵となる新型コロナワクチン接種

が医療従事者から始まりました。多くの方がワ

クチン接種をすることにより、新型コロナウイ

ルス感染症の発症を予防し、死亡者や重症者を

できる限り減らし、蔓延防止ができると期待さ

れています。そのため、ワクチン接種を希望す

る人誰もが確実に接種できる体制をしっかり整

えることが重要と考えます。まだまだコロナの

収束は見通しが立たない状況にありますが、世

界規模で収束するまで、今後も気を緩めること

なく、しっかり感染対策をしていくことが大切

と思います。 

 それでは、まず初めに、避難所の防災機能の

強化について質問をいたします。 

 コロナ禍の中、先月13日、東日本大震災の余

震である地震が発生いたしました。本市でも大

震災と同程度の揺れに見舞われ、当時を思い出

された方も少なくないと思います。大切な人や

物を奪った東日本大震災は、間もなく10年目を

迎えようとしています。「さんてんいちいち」

と言われ、戦後最大の災害で、忘れてはならな

いと誰もが強く心に刻みました。しかしながら、

震災の記憶は時間とともに人々の記憶から薄れ

ていきます。しかし、忘れてはいけない出来事

で、被災地の皆様の一刻も早い復興を心よりお

祈りいたします。 

 さて、本年１月、日本海側を中心に記録的な

大雪に見舞われました。これも地球温暖化によ

る影響と見られています。海面水温の上昇で発

生する水蒸気は、夏場は大雨に変わり、冬場は

寒気のため雪になると言われています。台風、

豪雨、地震などあらゆる災害がいつ起きてもお

かしくないという心構えを確認したいと思いま

す。 

 本市においても昨年７月と９月、大雨に見舞

われ、２年続けての避難が強いられました。当

日の避難所では、感染症対策として、発熱、せ

き、体調を確認した上で、家族間の距離を一定

に設けた配置となりました。多様な方が避難さ


